
臓器提供意思登録システムに関する作業班（第2回）  

議 事 次 第  

日時：平成18年3月7日（火）  

15：00～17：00  

場所：合同庁舎5号館  

専用第16会議室（13階）  

1 開 会  

2 議 事  

（1）臓器提供意思登録システムについて  

（2）その他  

3 閉 会   



臓器提供意思登録システムに関する作業班（第2回）  

配付資料－  

資  料1 第1回臓器提供意思登録システム作業班の議論（概要）  

資  料2 臓器提供意思登録システムの整備に当たっての論点整理  

資  料3 脳死した者の身体からの臓器提供の標準的なフローチャート  

及び検索の段階  

参考資料1 臓器提供意思登録システムのイメージ図  

参考資料2 諸外国における臓器提供意思登録システムについて  

参考資料3 臓器の移植に関する法律（抄）   
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第1回臓器提供意思登録システム作業班の議論（概要）  

1．前提条件  

○何のためのシステムなのかを議論することが必要。日本では、脳死下での臓  

器提供については、本人の書面による意思表示が前提とされていることに留意  

することが必要。  

○このシステムの検討に当たっては、登録するだけで有効となる心停止下での  

臓器提供の拒否の意思表示をベースとして考えることが重要。脳死下の臓器提  

供は大きな課題ではあるが、システムとの関係では、登録はトリガーにすぎず、  

あとは登録情報の検索の問題。  

○臓器提供しないという意思表示に関しては、コンピュータに登録されている  

情報も有効となるので、どういう状況であれシステムを検索して登録の有無を  

確認する必要がある。  

○拒否の意思をシステムに登録していたとしても、その後、書面による意思表  

示をしている可能性もあり、システムに残っている意思が最新とは限らないこ  

とに留意。  

○システムに登録された拒否の意思表示は、一応有効とされるが、否定される  

こともありうることを明確にしておく必要がある。  

2．本人が登録した情報であることの確認方法  

○脳死下での臓器提供の意思表示の場合は、登録時の住所に送付されたとして  

も、書面を持っていないと有効にならない。一方、心停止下での臓器提供の拒  

否の意思表示の場合は、登録時の住所に郵送して仮に届かなくてもデータは残  

る。その意味では本人確認としては完全とは言えない。  

○なりすましを防ぐには公的個人認証サービスを利用するとよいのではないか。  

○家族でメールアドレスを共有している場合も想定されるので、もう少し本人  

を識別するファクターを加えたほうがよい。   



3．登録情報を検索する時期  

○アメリカのように医療現場からあっせん機関に死亡者の情報が連絡されるよ  

うなシステムがあるわけではない。臓器提供意思をどの段階で検索することが  

できるかを議論することが重要。  

○コーディネーターが家族に対して説明を行う前の段階で、本人の氏名等の情  

報をネットワークに連絡し、ネットワークから登録状況を医療機関に提供でき  

るのかという点から議論することが必要。  

○医療機関にとっては、家族に対して、臓器提供に関する話を聞きたいかどう  

か切り出すのが負担となっている。本人の医療情報の一つとして意思の有無を  

確認できるとありがたい。  

○ネットワークがどの段階で登録情報を提供するかについては、登録時の画面  

で詳細を示し、同意をとっておけば、本人がその段階での情報提供に同意して  

いるという解釈で運用することが可能。  

○心停止下での臓器提供の場面では、家族との面談に加え、登録の有無の確認  

が必須となる。  

4．システムの運用について  

（変更）  

○メールアドレス、パスワード、リマインダーは、一定期間の経過による変更、  

紛失が考えられることに留意。  

○メールアドレスを忘れた場合等には変更手続ができなくても、再度新規登録  

してもらい、最後に登録されているものを有効とすることにより運用する方法  

はある。  

（削除）  

○→度登録した情報を削除するための手続を設けておくことが必要。  

（登録する者の年齢）  

015歳以下の者の意思（※臓器提供に関する意思表示については、遺言可能  

年齢等を参考とし、ガイドラインで15歳以上の者の意思表示が有効とされて  
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いる）は登録できないこととするのか。登録者の意思に任せるということも考  

えられるが、臓器提供には関係しない者の情報がシステムに登録されているこ  

ととなるので、取扱について検討が必要。  

（有効期限）  

○例えば腎臓の適応は70歳以下が望ましいといったことはあるが、普及啓発  

という観点からいうと提供したい気持ちをまずは示していただくことが重要。  

○登録されたデータは永久に蓄積されるのか。アイバンクでは登録制を開始し  

た昭和32年のデータが今も残っている。登録された情報の有効期限について、  

システム開始の段階で決めておく必要がある。  

○例えば寿命を参考として一定の年齢に達した後に削除されるような形にすれ  

ば、住基ネットワークと連動しなくてもシステムとしては成立するだろう。  

（その他）  

○家族との話し合いをせずに登録することも考えられるので、例えば事前に家  

族との話し合いを求めるなど、システム上何らかの工夫ができないか。  

（説明しておくべき事項）  

○情報の利用日的及び方法については、内容に応じて過不足のないように明示  

しておくことが必要。また、変更の手続についても同様。  

○安全管理については、十分な安全管理措置がとれるように運用者において留  

意することが必要。  

（∋   



臓器提供意思登録システムの整備に当たっての論点整理  

1． 前提条件  

（1）システムの目的  

① 臓器提供に関する意思がより確実に尊重されるようにすること  

② 臓器提供意思表示カードの普及  

（2）登録する情報の内容  

① 臓器提供意思に関する事項  

② 本人に関する事項  

・氏名  

・性別   

・生年月日   

・住所   

・電話番号  

③ その他  

・メールアドレス、パスワード   

㌧パスワードを忘れた場合のリマインダー  

（3）システムに登録された意思表示の法的意味について  

① 脳死下での臓器提供については、臓器移植法において、本人の「書面」   

による意思表示が必要とされている。   

→システムに登録された意思表示は、書面による意思表示とはみなさない。  

② 心停止下での臓器提供については、臓器移植法附則において、本人が臓   

器を提供する「意思がないことを表示している場合」以外の場合に、遺族   

の承諾によって臓器提供することができることとされている。   

→ 臓器提供拒否の意思表示には、「書面」という要件がないため、システ   



ムに登録された拒否の意思表示は、基本的に有効なものとして取り扱わ  

れる。  

ただし、登録後に行われた新たな意思表示が確認された場合には、新  

たな意思表示が有効なものとして取り扱われる。  

③ 上記の意思表示の取扱いについては、登録の際に明示しておく。  

2．本人が登録した情報であることの確認方法  

（対応案）  

○ 登録された意思表示が本人が行ったものであることの確認方法としては、   

①登録内容を記載したカードを、登録された住所に送付することとし、登  

録した覚えがない場合にはネットワークに連絡してもらう。   

②登録情報の検索に当たっては、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号  

で検索する。  

（論点）   

拒否の意思については、登録された意思表示が有効なものとして取り扱わ   

れることとなるので、電子認証が必要ではないか。   

→ 電子認証の普及状況と費用対効果等についての検討が別途必要なため、   

当面は、家族からの聞き取りなど、他の情報も収集して意思確認に努める  

という運用としてはどうか。  

また、本人を識別するファクターとして、追加可能な情報はないか。  

3．登録情報を検索する時期  

（対応案）  

○ ネットワークでは、あっせん業務を行う場合には必ず、システムヘの登録   

の有無及びその内容を検索により確認するものとする。  

○ このほか、ネットワークは、患者が臨床的に脳死と診断された時点以降、   

家族からの依頼により医療機関からネットワークに検索の依頼があった場   

合にも検索を行うこととする。  
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（論点）   

臨床的に脳死と診断した後、家族からの依植がない段階で、本人の情報を   

検索することはできないか。   

→ 家族からの依頼がない段階で、医療機関側からネットワークに本人の  

名前等の個人情報を提供することは、個人情報保護の観点から問題か。  

4．システムの運用について  

（1）15歳未満の者の登録について  

（対応案）  

0 15歳未満の者については、システム上、臓器提供意思を登録できない   

仕組みとしてはどうか。   

例：生年月日の入力により15歳未満の場合には、その先の手続を進めら  

れないようにする。  

（論点）   

15歳未満の者の臓器提供拒否の意思表示の取扱い。  

（2）登録情報の保存期間（古くなった情報の取扱い（年齢、期間））  

（対応案）  

○ あらかじめ何らかの基準を設けておくことが必要ではないか。  

（3）登録している情報の変更t削除の手続  

（対応案）  

○ メールアドレス、パスワード、リマインダーを忘れた場合は、改めて新   

規の登録をする。  

○ 一度登録した情報を削除するための手続を設定する。  
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（4）登録しようとする者に説明しておくべき事項  

（対応案）  

○ 登録された意思表示の法的な意味  

1（3）の内容を明示する。  

○ 登録された情報の内容が提供される場合  

・利用目的、方法（第三者提供（自的、内容、手段等）を含む。）を特定、  

明示する。  

○ 登録内容（臓器提供に関する意思、住所等）に変更があった場合につい   

て  

・登録内容に変更があった場合には変更手続をとるように注記する。  

・ 変更手続がとられていない場合、臓器提供に関する意思が生かされな  

い場合があることを明示する。  

○その他  

・ 家族との話し合いについて   

→ 臓器提供にあたっては、家族の承諾が必須となっているため、家族と  

の話し合いをしてもらうような工夫ができないか。  

例：登録完了の前に、「私は家族と話し合いました。」という画面を準備。  

希望する人には、家族のメールアドレスを入力してもらい、登緑内容  

が届くようなシステム。  

（5）その他  

○ 入力画面について  

・分かりやすい手続とし、重要な情報は強調する等の工夫を行う。  

○ 安全管理  

・運用に当たっては、システムにアクセスできる者の範囲を定め、十分な   

安全管理措置をとるように留意する。  

④   
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墜医した者の身体力ヽらの臓器提供の標準的なフロ－チャート及び検索の段階  

【医療機関】  

患者の入院   

-1 

適切な救急医療   

-1 

臨床的に脳死と診断   

1  

主治医等は、家族に、意思表示カー  

ドの所持等本人力可可らかの意思表示  

を行っていたかについて把握するよ  

う努める   

1  

カードの発見等本人の臓器提供意思 ※  

が確言忍され、又はその可能性がある  

場合   

1  

コーディネーターの説明を聴く意思  

があるか家族に確認   

-1 

コーディネーターの説明を聴くこと →ネットワーク  

について家族が承諾  へ連絡   

5- 

コーディネーターから家族へ説明 ←コーディネー   

1  ターの派遣  

家族が脳死判定及び臓器提供を承  

諾  

-1 

法的脳死判定   

1  

臓器提供  

【臓器移植ネットワーク】  

登録システムの  

※臨床的脳死診断後に家族からの依植によりシステムの検索をネットワークに依頼   

することは可能。  

①   


























